
納付場所
○旭川市指定金融機関
　 旭川信用金庫（本・支店，
　 旭川市役所内派出所）
○旭川市収納代理金融機関
   みずほ銀行，北陸銀行，秋田銀行，
　 北海道銀行，北洋銀行，
   留萌信用金庫，北星信用金庫，
   遠軽信用金庫，北空知信用金庫，
   北見信用金庫，稚内信用金庫，
　 北央信用組合，北海道労働金庫，
　 旭川市内の農業協同組合，
　 東神楽農業協同組合，
○北海道内のゆうちょ銀行直営店

管理番号 （ - - ） 管理番号 （ ） 管理番号 （ ） 　 及び郵便局
○旭川市総合庁舎２階，各支所及び
   出張所並びに東部まちづくりセンター

　※　変更となる場合があります。

億 千 百 十 万 千 百 十 円 億 千 百 十 万 千 百 十 円 億 千 百 十 万 千 百 十 円

延滞金について

　法定納期限の翌日から納付の日ま

でに応じて，申告等の区分により計

算されます。

　詳しくは，納税管理課収納管理係

（０１６６－２６－１１１１ 内線３３８３）

まで御連絡ください。
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通 知 書 番 号 通 知 書 番 号 通 知 書 番 号

口座 加入 口座 加入 口座 加入
番号 者名 番号 者名 注意
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（受付店（局）→旭川信用金庫本店→旭川市保管） 金融機関控（旭川市） 　（納　税　者　保　管）

旭　　　川　　　市 旭　　　川　　　市

納付済通知書 納　　付　　書 領　収　証　書

 02710-5-960261 旭川市会計管理者  02710-5-960261 旭川市会計管理者  02710-5-960261 旭川市会計管理者

　住　所
（所在地）

　住　所
（所在地）

　住　所
（所在地）

番号 者名

　 年度 事　業　所　税

税
　
区
　
分

　 年 月 日から

の事業所税

当初

税
　
区
　
分

　 年 月

　 年度 事　業　所　税 　 年度 事　業　所　税

税
　
区
　
分

　 年 月 日から

の事業所税

年 月 日まで 年 月 日まで 年 月 日まで

日から

の事業所税

当初 当初

税　　額 税　　額 税　　額

延 滞 金 延 滞 金 延 滞 金

 過少申告･不
 申告加算金

 過少申告･不
 申告加算金

 過少申告･不
 申告加算金

重加算金 重加算金 重加算金

合　　計 合　　計 合　　計

法定納期限 年 月 日 法定納期限 年 月 日 法定納期限 年 月 日

指定納期限 　 　 年 月 　 日 指定納期限 　 　 年 月 　 日 指定納期限 　 　 年 月 　 日

上記のとおり領収しま
したから通知します。

領
収
日
付
印

上記のとおり納付します。
領
収
日
付
印

領
収
日
付
印小樽貯金事務センター

（〒０４７－８７９４）
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取　り　ま　と　め　店
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